
様式（１）-①

都市再生整備計画

舎人
と ね り

公園
こ う え ん

シェアサイクル推進
す い し ん

地区
ち く

東京都
と う き ょ う と

　足立区
あ だ ち く

令和８年２月



都市再生整備計画の目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 65 ha

令和 7 年度　～ 令和 10 年度 令和 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠令和７年８月
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

回／年 R7年度 R10年度

大目標：シェアサイクルが公共交通機関の機能を補完するとともに、自転車が安全に利用できる環境整備を進め、脱炭素化に向けた環境貢献や区内回遊性を向上させ地域活性化を図ることを目的とする。
　　目標１：快適に自転車が利用できる都市環境の形成
　　目標２：誰もが安全・安心に自転車を利用する意識の醸成
　　目標３：多様な自転車活用の推進による地域活性化

・足立区内は全体的に平坦で、人工的に築かれた荒川の堤防や公園内の丘以外に高地はほとんどなく、自転車利用に適した地形である。
・足立区の自転車の分担率は２３区平均（１３．１％）を大きく上回り２２．９％ である。
・足立区は平成１１年度に建設省（現国土交通省）から自転車利用環境整備モデル都市に選定され、自転車利用に関するモデル的な取組みを進め平成１３年には竹の塚西自転車駐車場整備運営事業をＰＦＩ方式により選定した。
・平成１６年に足立区自転車利用環境整備計画、続いて平成２９年には足立区自転車走行環境整備方針（素案）を策定し、あわせて区が進めるビューティフル・ウインドウズ運動を積極的に展開するなど、自転車利用環境の整備や防犯対策の向上に努めた結果、自転車
不法投棄や自転車盗、自転車が関与する事故件数の減少など効果をあげてきた。
・シェアサイクル事業については、令和２年２月にＯｐｅｎＳｔｒｅｅｔ株式会社と実証実験に関する協定を締結し令和７年４月から本格実施に移行した。
・利用実績は実証実験開始当初はポート数５９箇所、利用回数３，５０１回／月であったが、令和７年７月現在ではポート数２４９箇所、利用回数は７８，６７１回／月と大幅に増加しており、区民や来街者の日常の移送手段として利用されている。
・現在、路線バスは８社、コミュニティバスは５社が運行しているが、バスの減便が増えている。
・舎人公園は約69.5haの広大な総合公園で、東京区部北部に位置し、スポーツ施設や自然環境を備えている。
・平成20年の日暮里・舎人ライナー開業により利便性が向上し、広域からの利用者が増加した。

・舎人公園は広大な総合公園であり、舎人公園駅はその玄関口となっている。公園はイベントやレジャー目的等で利用され広域からの来園者も多く、主なアクセス手段は日暮里・舎人ライナーや車利用であるが、車での来園については駐車場入庫待ちや出庫渋滞が発生
している。また、主要駅から舎人公園に向かう路線バスは主に竹ノ塚駅西口からのみであるが便数も多くなく、快適なアクセスが確保されているとは言えない。
・公園内の区営駐輪場は一般利用で満杯、公園周辺の既設のシェアサイクルポートも満車や空車が頻発し、利用者にとって不便な状況である。さらに、区内全体でバスの減便が進む中、公共交通を補完する移動手段としてシェアサイクルの役割は重要であるが、交通結
節点付近のポート不足が利用促進を阻害している。

〇将来ビジョン

【足立区基本計画（令和７年２月）】
　視点３「真に豊かな生活を実現できる魅力あるまち」･･･柱５「地域の個性を活かした都市基盤が整備されたまち」･･･施策群⑪「便利で快適な道路・交通網をつくる」
【足立区都市計画マスタープラン（平成２９年１０月）】
　５「豊かな水と緑に包まれた地球環境にやさしいまちづくり」･･･②「観光客や通勤・通学・業務交通の多い拠点を中心にコミュニティサイクルの拡充」
　地域別方針（舎人地域）　「舎人ライナー沿線の交通利便性向上と、周辺公園・緑地を活かした魅力あるまちづくりを進める」。
【足立区地区環境整備計画（平成３０年３月）】
　５－６地区　舎人公園は総面積６９．５haと広大で緑豊かなまちづくりの資源となっている。
　主な整備計画等➄舎人公園の活用　「舎人公園は防災機能を強化しつつ早期完成を推進し区民のレクリエーションの場を確保する。公園への誘導や管理運営方法などには十分配慮するよう管理者に要望する。」
【足立区総合交通計画（令和元年１１月）】
　主な施策「自転車シェアリングの拡充」
【第三次足立区環境基本計画改訂版（令和４年３月）】
　施策群1-1「エネルギーの効率的な利用」･･･②「自転車ナビマークの整備やシェアサイクルの普及促進による自転車利用の環境整備」
【足立区地域経済活性化基本計画（改訂版）（令和５年３月）】
　柱６「訪れたいまちにする観光施策とプロモーション」･･･①スポーツ・文化施設等と区内に点在する資源を線で繋ぎ、シェアリングサービス等で回遊性を向上させる。
【足立区自転車活用推進計画（令和６年７月）】
　将来像「自転車が繋ぐ安全、安心、快適な都市・あだち」･･･基本目標３「多様な自転車活用の推進による地域活性化」･･･施策⑩「シェアサイクルの活用推進」

シェアサイクル利用回数
舎人公園シェサイクルポートにおける貸出及び返却による
年間の利用回数

舎人公園への交通手段として、シェアサイクルの認知度が上がり、
新たな交通手段として区民等に活用されているかの指標

0回/年 2800回/年

都道府県名 東京都 足立区
あ だ ち く

舎人公園
と ね り こ う え ん

シェアサイクル推進
すいしん

地区
ち く

計画期間 交付期間

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値



都市再生整備計画の整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
●公園内にシェアサイクルポートを設置し、シェアサイクルを活用しやすい環境を整備することで、区内各所から舎人公園へのアクセス性を向上させる。
●鉄道駅やバス停などの交通結節点を考慮し、公共交通の補完手段として効果が期待できる箇所への設置を検討する。 都市公園の占用特例を活用したサイクルポートの設置



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市再生整備計画 事業） 様式（１）-④-２

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

令和７年月

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設

高次都市施設 地域交流センター

観光交流センター

まちおこしセンター

ワーケーション拠点施設

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

  住宅市街地総合整備事業

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

エリア価値向上整備事業

誘導施設相当施設 医療施設

社会福祉施設

教育文化施設

子育て支援施設

元地の管理の適正化

合計 0 0 0 0 0 0.0 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

合計 0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

地域創造
支援事業

事業活用
調査

まちづくり活動推進
事業

事業 全体事業費
（いずれかに○） 事業期間

事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

細項目

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

国費率

規模直／間

交付対象事業費 0 交付限度額

事業 事業箇所名 事業主体
細項目



協定制度等の取り組み

官民連携によるエリアマネジメント方針等

制度別詳細１ 制度別詳細２ 制度別詳細３ 制度別詳細４ 制度別詳細５ 制度別詳細６ 制度別詳細７ 制度別詳細８ 制度別詳細９ 制度別詳細１０ 制度別詳細１４

道路占用許可特
例（法第46条第10
項）

河川敷地占用許
可（河川敷地占用
許可準則22）

都市公園占用許
可特例（法第46条
第12項）

都市利便増進協
定（法第46条第25
項）

都市再生整備歩
行者経路協定（法
46条第24項）

低未利用土地利
用促進協定（法46
条第26項）

［滞在快適性等向
上区域］
一体型滞在快適
性等向上事業（法
第46条第3項第2
号）

［滞在快適性等向
上区域］
都市公園占用許
可特例（法第46条
第14項第1号）

［滞在快適性等向
上区域］
公園施設設置管
理許可特例（法第
46条第14号第2号
イ）

［滞在快適性等向
上区域］
公園施設設置管
理協定（法第46条
第14項第2号ロ）

［滞在快適性等向
上区域］
普通財産の活用
（法第46条第14項
第4号）

1 R7～R10

･足立区（実施主体・占用
主体）
･区と協定を結んだ事業
者OpenStreet(運営主体）

〇

2

3

4

5

活用する制度

●シェアサイクル事業の実施運営
・民間事業者による自転車駐車器具（サイクルポート）の用地確
保及び整備、撤去、維持管理、利用者サービス等の実施・運営
に加え、交通安全教室や災害時における協力
・区によるサイクルポート用公共用地の確保

シェアサイクル事業を官民相互で協力し
適切かつ円滑に実施することにより、利
用を促進させることで、回遊性向上によ
る地域活性化や公共交通の補完、環境
負荷軽減等を図る。

事業
事業の目的/事業によって解決される課

題
事業期間 事業主体(占用主体）



制度別詳細３（都市公園の占用に関する事項）　法第46条第12項

制度別詳細【都市公園占用許可の特例】

都市公園の環境の維持
及び向上を図るための措置

1
自転車駐車器具
（サイクルポート）

・自転車駐車器具に落ち葉が吹きだまらないよう、自転車利用者が乗り降
りするエリアをこまめに清掃する。
・自転車駐車器具（サイクルポート）設置個所の周囲で違法駐輪が起きな
いよう、注意喚起を徹底する。

制度の活用計画

占用対象施設 占用の場所

都立舎人公園

都
市
公
園
占
用
許
可
特
例
対
象
施
設



制度別詳細３-１（都市公園の占用に関する事項）法第46条第12項
事業番号１

制度別詳細【都市公園占用許可の特例】
制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図

凡例

都市再生整備計画区域



制度別詳細３-２-②（都市公園占用許可の特例）：自転車駐車器具　法第46条第12項
事業番号１

制度別詳細【都市公園占用許可の特例：自転車駐車器具】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

一方向に垂直に並べて駐輪 一方向に斜めに並べて駐輪

自転車のひき白概ね150ｃｍ 自転車のひき白概ね100ｃｍ



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

舎人公園シェアサイクル推進地区（東京都足立区） 面積 65 ha 区域 都立舎人公園

凡例

都市再生整備計画区域



様式（１）-⑦-〇

シェアサイクル利用回数 (回／年) 0回/年 (R7年度) → 2800回/年 (R10年度)

舎人公園シェアサイクル推進地区（東京都足立区）　整備方針概要図

目標

大目標：シェアサイクルが公共交通機関の機能を補完するとともに、自転車が
安全に利用できる環境整備を進め、脱炭素化に向けた環境貢献や区内回遊性
を向上させ地域活性化を図ることを目的とする。
　　目標１：快適に自転車が利用できる都市環境の形成
　　目標２：誰もが安全・安心に自転車を利用する意識の醸成
　　目標３：多様な自転車活用の推進による地域活性化

代表的
な指標

Ｎ

0 500m 1000m

凡例

都市再生整備計画区域


